
( 市最終評価）

１　基本情報

①　評価項目毎に以下の基準により評価する。 ②　①による評価を基に、「総合評価」を以下の基準により評価する。
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４　総合評価

Ｃ
・有給休暇などによる常勤医師の不在時には、協力病院から代診医を派遣するなど、安定的に診療を行う体制を構築している。
・次期指定管理者への引継ぎを適切に行っている。
・引き続き、バリアフリーの改善等にもさらに力を入れて取り組んでいく必要がある。

４　安　全　管　理　等

3緊急時対応・防災対応 緊急時対応マニュアル・災害時マニュアルを整備し、防災関連の研修・訓練を実施している。

暴力団排除 暴力団排除について取り組みを実施している(ポスター等の掲示等)。

備品管理台帳に基づき適切に管理し、指定管理料で購入した備品、破損等で処分した備品については、市へ届出を行っている。

３　サ　ー　ビ　ス

3
意見箱の設置に加え利用
満足度アンケートを実施し
ている。

接遇 挨拶・言葉遣い・服装に注意し、迅速・丁寧な対応ができている。障がい者や高齢者への配慮がなされている。

広報業務 パンフレット・ホームページ等を作成・更新し、施設の情報を適切に提供している。

動線の確保

個人情報保護・情報管理 個人情報保護体制を整え、必要な措置を講じている。

サービス向上等 サービス向上に繋がった特筆すべき取り組みを行っている。

改善是正 市からの改善指示に迅速に対応している。

受診の流れ、待ち時間等への対策を講じている。

利用者の意見 利用者の意見を随時把握する仕組み(目安箱の設置等)を取り入れ、利用者の意見・要望に適切に対応している。

苦情対応・事故対応 苦情及び事故に対して適切に対応・報告している。指定管理者の責めに帰すべき事故は生じていない。

従事者研修 従事者に対し必要な研修を行い、資質向上が図られている。

２　維　持　管　理　・　運　営

3

・有給休暇などによる常勤
医師の不在時には、協力
病院から代診医を派遣する
など、安定的に診療を行う
体制を構築している。

人員配置 実施協定書に即し人員配置を適切に行っている。

法令、協定書等の遵守 診療時間の厳守、損額賠償保険の加入、文書の管理・保存を適切に行っている。

労働条件 労働関係法令を遵守している。

省エネ

目的外使用 許可した以外の設備が設置されていない。

再委託（再々委託） 再委託について事前承認を受けている。再委託に関する書類を保管し、遂行状況の確認を実施している。

小規模な修繕 修繕についての事前協議・報告がなされている。修繕が適切に完了している。

省エネに配慮した取り組みがなされている。

設備・付帯設備 日常点検・保守点検を適切に実施し、破損等が判明した時は速やかに報告・対応している。

清掃 計画に基づき適切な清掃を実施し、施設内は清潔に保たれている。ゴミの分類・処分を適切に行っている。

警備 計画に基づき適切な警備を実施している。鍵の管理は適切に行っている。

備品の管理

１　会　計　・　財　務

3
・収納事務が適切に行われ
ている。

経理事務・管理記録 経理区分を明確にし、帳簿の整理、金銭の管理・保管を適切に行っている。

使用料等の徴収・収納 条例・規則を遵守し、帳簿の保管、領収書の発行、収納金の取り扱いを適切に行っている。

収支の状況 適切な収支計画を作成し、計画どおりの支出で施設の管理運営を行っている。

評価項目 内　　　　容

3
・標準的な成果が上がっている（基準点）
・標準的な取り組みがなされている（基準点）

Ｃ 標準である 14点～11点

2
・成果が上がっていない面がある
・取り組みがなされていない面がある

Ｄ やや劣っている 10点～ 6点

4
・優れた成果が上がっている
・優れた取り組みがなされている

Ｂ 優れている 17点～15点

1
・成果が上がっていない
・取り組みがなされていない

Ｅ 劣っている  5点～ 4点

２　各項目の評価基準

評価点数 評価基準 評価点数 評価基準 目安

5
・特に優れた成果が上がっている
・特に優れた取り組みがなされている

Ａ 特に優れている
①の評価点数の合計が

20点～18点

令和６年度　指定管理業務評価表

施設名 福岡市立能古診療所 指定管理者 一般社団法人　福岡市医師会

指定期間 令和２年４月１日～令和７年３月31日 所管課 保健医療局健康医療部地域医療課


